
 

平成 22 年 11 月 12 日 

「新しい公共」推進会議 

 
 

政府の取組に対する「新しい公共」推進会議からの提案 
 

 

 

■基本的考え方 

・ 「新しい公共」円卓会議が提示した「新しい公共」宣言を具体化

し、その提案を着実に実行していくことが重要。本推進会議は、政

府が「新しい公共」に係る取組を強力に押し進め、「支え合いと活気

のある社会」の実現に向けて最大限の取組を行うことを要望する。 

・ 政府は、基盤整備や制度的「障壁」の除去・緩和を重点課題とし

て取り組むべき。 

・ ｢新しい公共｣宣言が表明した考え方のうち、次のポイントが基本

であると考える。 

 

◇ １ 「新しい公共」の実現に向けて、国民一人ひとりが主役である。 

◇ ２ ＮＰＯや社会的課題を解決するためにビジネスの手法を適用し

て活動する事業体は、伝統的な地域組織やボランタリーな組織と

ともに、「社会的リターン」によって社会に多様性をもたらして

いる「新しい公共」の重要な担い手である。 

◇ ３ 企業もまた、社会から受け入れられることで市場を通して利益を

あげるとともに、持続可能な社会の構築に貢献する「新しい公共」

の重要な担い手である。 

◇ ４ 「新しい公共」を実現するためには、公共への｢政府｣の関わり方、

「政府」と｢国民｣の関係のあり方を大胆に見直すことが必要であ

る。これまで政府が独占してきた領域を「新しい公共」に開き、

そのことで国民の選択肢を増やすことが必要である。国民がその

意思を持つとともに、政府が「国民が決める社会」の構築に向け

て具体的な方策をとることが重要である。 

◇ ５ 「新しい公共」によって「支え合いと活気のある」社会が出現す

れば、ソーシャルキャピタルの高い、つまり、相互信頼が高く社

会コストが低い、住民の幸せ度が高いコミュニティが形成される

であろう。さらに、つながりの中で新しい発想による社会のイノ

ベーションが起こり、「新しい成長」が可能となるであろう。 
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■寄附税制見直しの早期実現等 

寄附税制の見直しは、寄附を通じて多様な主体が「新しい公共」に

当事者として参画するための基盤となる。また、それは、「新しい公共」

の基本理念である「官が独占してきた権力やリソースを「新しい公共」

に開くことで国民により多くの選択肢を提供する」ための効果的、か

つ、象徴的な方策である。寄附税制の見直しは、国民が必要と考える

分野に資金を配分することであるから、「国民による事業仕分け」とい

う意味合いもある。寄附金の税額控除を通じて、「国民が決める社会」

を構築するとの視点に立って、実施時期を明示し早期の実現に取り組

むべき。 

 

①税額控除制度の導入 

認定ＮＰＯ法人について、所得控除との選択制で税額控除方式を導

入し、税額控除の割合は寄附金の50％（所得税額の25％を上限）とす

る。公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人等についても、認

定ＮＰＯ法人と同じような税額控除方式を導入する。平成23年１月か

ら所得税の税額控除を適用する。 

 

②認定ＮＰＯ法人のＰＳＴ（パブリック・サポート・テスト）基準の

見直し 

3,000円以上の寄附者が100名以上で判定できる基準を新たに導入し、

これまでのＰＳＴ基準（経常収入に占める寄附等の割合が1/5以上）と

の選択制とする。また、これまでのＰＳＴの基準値を1/5とする特例を

恒久化するとともに、小規模法人の特例等についても引き続き措置す

る。平成23年度税制改正において実現する。 

 

③情報開示の徹底 

税制優遇を受ける認定ＮＰＯ法人等が市民の信頼を得るとともに、

市民が寄附の対象となる団体を選択するための情報が提供されること

が重要である。このため、寄附税制の見直しと併せて認定ＮＰＯ法人

等の情報開示の徹底のための環境整備を行う。特に、公開資料はイン

ターネットでの閲覧・謄写を可能にすべきである。 

 

④地域主導の税制の仕組み 

地方公共団体が個人住民税の寄附金税額控除の対象として条例に基

づき独自に指定したＮＰＯ法人については、ＰＳＴ要件等を求めない

こととする。平成23年度税制改正において実現する。 

 

⑤地方公共団体が決定する仕組みの導入（いわゆる「仮認定」制度や

事後チェック） 

ＮＰＯ法人のスタートアップを支援するため、ＰＳＴを満たさなく

ても寄附優遇を受けられる「仮認定」の仕組みを導入する。なお、制
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度の乱用防止のため、「仮認定」を受けながら「本認定」を受けなか

った場合には、一定期間、再度の「仮認定」の申請ができないことと

するなどの措置をとる。ＮＰＯに対する「仮認定」は、｢国民に新しい

選択肢を提供｣し、「新しい公共」の担い手が育つ社会を促進すること

にとって不可欠であり、早期に実現すべき。 

 また、認定ＮＰＯ法人となるための間口を広げる中で、法人の質を

維持し市民からの信頼を確保するため、認定が取り消された場合にお

ける事後的な是正措置を講じる。認定事務について、ＮＰＯ法人と身

近に接し、その活動の実態を的確に把握できるといった点を踏まえ、

地方公共団体が行う仕組みを作る。 

 

⑥その他 

認定ＮＰＯ法人は、収益事業以外に支出した場合には、収益事業の

所得の50％（または200万円）までを損金算入できるようにする。 

その他、市民が公益活動に参画する「市民公益活動」を促進する環

境を整える方策として、たとえば、認定ＮＰＯ法人等に対する寄附を

目的とする信託について、寄附金控除の適用等の税制措置を講じる。 

 

 

■予算 

「新しい公共」に関連する予算については、上記の「基本的考え方」

に則った支援に重点化するとともに、併せて規制・制度改革に積極的

に取り組むことが重要である。 

具体的には、新しい公共を真に支える予算とするため、以下の３つ

の原則に沿った予算とするとともに、執行段階においてもこうした観

点からフォローアップする必要がある。国はもとより、地方公共団体

にも「新しい公共」の考え方が浸透するよう、具体的な方策を講じる

ことが必要である。 

 

原則１ 担い手の自立を支援する 

・ 政府の取組は、担い手が財政に過度に依存することなく、資金面、

活動面からの自立を促す基盤整備に重点を置く。 

 

原則２ 多様な担い手の参画を促進する 

・ 財政支援に当たって、関連する規制・制度の改革や府省の縦割り

を排除した連携・調整を積極的に行い、多様な担い手が参入・協働

できる仕組みとする。 

 

原則３ 担い手からの企画、提案を活かす 

・ 国及び地方公共団体の予算編成、予算執行等のプロセスを公開し、

担い手による創意工夫に富んだ企画、提案等を取り入れ、運用でき

る仕組みとする。 


